
令和３年２月農業委員会定例会議事録 

日時 

 

場所 

 

 

 

日程第１ 

日程第２ 

日程第３ 

日程第４ 

日程第５ 

日程第６ 

日程第７ 

 

日程第８ 

 

出席委員 

 

 

 

 

欠席委員 

 

事務局 

 
農林水産課 

 

農地機構 

 

傍聴者 

 

 

 

令和３年２月１９日（金）午後１時３０分～午後２時４２分 

 

さぬき市役所 本庁 ３０１、３０２会議室 

 

議事録署名委員の指名について 

 

諸報告 

農地法第３条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１号～３号） 

非農地証明願について            （会長提出議案第４号、５号） 

農地法第４条に基づく申請審議について    （会長提出議案第６号～１０号） 

農地法第５条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１１号～１７号） 

農用地利用集積計画の審議について      （会長提出議案第１８号） 

農業振興地域整備計画変更の答申について 

                      （会長提出議案第１９号～２７号） 

その他 

 

1楠 豊 2吉原博美 3朝倉重弘 4蓮井セツ子 5松岡浩二 6稲田俊美 

7間嶋正憲 8大塚ノブ子 10廣瀬 徹 11川田政美 12十川隆行 

13岩澤佳宣 14寒川 巧 15十河道夫 16藤澤 明 

17芳竹和政(会長職務代理者) 18松原俊幸（会長） 
 

9岡村義弘 

 

藤井 浩事務局長 山下智資課長補佐 頼冨伸次副主幹 脇谷哲士主任主事 

 

玉木省三副主幹 

 

松岡一海農地集積専門員 猪熊 正農地集積専門員 

 

無 
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では、ご案内を差し上げました令和３年２月農業委員会の定例会を、定刻

が参りましたので、開会致します。 

皆さん、こんにちは。毎日毎日、コロナ、コロナでびくびくしている毎日

でございますが、皆様、お体にはくれぐれも気をつけて、毎日励んでいただ

きたいと思います。 

日頃は当農業委員会活動にご尽力いただきまして、高いところでございま

すが、厚く御礼を申し上げたいと思います。 

はや２月下旬になりましたが、年明け早々ではありましたが、農林水産課

の意向調査、また、２月からは当農業委員会の県下一斉の意向調査が始まり

まして、大変お忙しい中、皆様のご協力を得まして、無事、完了致したいと

思いますので、ご協力のほどよろしくお願い致します。また、来月の３月１

１、１２日には農家相談もございますので、担当に当たりました方々は相談

願いたいと思います。 

最後になりましたが、本日の議題であります各案件につきましては、円滑

なご審議ができますようご協力のほどお願いして、簡単ではございますが、

挨拶に代えさせていただきます。 

なお、本日提案致します案件については、事前に各地区で現地確認し調査

いただいているものと思いますので、よろしくお願い致します。 

さて、本日の出席ですが、１８名中１７名の出席ですので、農業委員会等

に関する法律第２７条第３項の規定に基づき、過半数の出席ですので成立す

ることを宣言致します。 

では、議事録の署名ですが、私のほうから指名させていただきます。１６

番藤澤委員さん、１番楠委員さん、両委員さん、よろしくお願い致します。 

では、本日の日程に沿って進めさせていただきます。 

日程第１ 諸報告、事務局より報告をお願い致します。 

 

そうしたら、別紙のＡ４の用紙をご覧ください。 

まず、農地法第１８条第６項の規定による通知を２件受理しています。こ

れは賃借権を解約するものです。 

まず、貸人は●●●●●●地区、●●●●様、借人は●●●●●地区、●

●●様で、申請地は●●●●●●●●●番他４筆です。解約理由は貸人の要

望のためです。 

続きまして、貸人が●●地区、●●●●様、借人は●●●●●地区、●●

●様で、申請地は●●●●●●番です。解約理由は兼業による経営縮小のた

めです。 

次に、使用貸借に係る農地の返還通知書を６件受理しています。２ページ

をご覧ください。これは使用貸借権を中途解約するものです。 

貸人は●●地区、●●●●様、借人は●●地区、●●●●様で、申請地は

●●●●●●番●です。解約理由は借手の都合のためです。 

次に、２号と３号とをご覧ください。これは農地機構を通じて貸し借りを

行っている農地で、貸人は●●●●●●地区、●●●●様、借人は●●●●

●●地区、●●●●様で、申請地は●●●●●●●●●●番●他９筆です。

解約理由は貸人の要望のためです。 

次に、３ページをご覧ください。貸人は●●●●●地区、●●●●様、借

人は●●●●●地区、●●●●様で、申請地は●●●●●●●●●番●で

す。解約理由は売買のためです。 

貸人は●●●●地区、●●●様、借人は●●●●地区、●●●様で、申請

地は●●●●●●番●他１筆です。解約理由は借手の都合のためです。 

貸人は●●●地区、●●●●様、借人は●●●●●●●●で、申請地は●

●●●●●番●です。解約理由は貸人の要望のためです。 

以上で報告を終わります。 
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議長（会長） 
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議長（会長） 

 

川田政美委員 

 

 

 

議長（会長） 

事務局の報告が終わりました。 

日程第２ 農地法第３条に基づく申請審議について、会長提出議案第１号

から第３号を議題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局から説明を求めます。 

 

農地法第３条に基づく申請審議について、今回の３条申請は、件数３件、

筆数５筆、面積１，８７６㎡でございます。 

会長提出議案第１号、地区番号１、受付年月日、令和３年２月１日。譲渡

人、●●●●●●●、●●●●様。譲受人、●●●●●●●、●●●様。申

請地、●●●●●●●●●●●●●番●他２筆の計３筆、台帳地目、田が２

筆、畑が１筆、現況地目全て田、地積合計９５６㎡。渡人の申請事由、●●

●。受人の申請事由、●●●●。権利としては●●●●●●、経営面積１

０，３９４．７６㎡、受人従事数２。資料は１ページ目でございます。申請

地は●●●●●●●●●●●南東４００ｍに位置し、譲受人については、申

請地周辺にも農地を所有し、耕作しております。 

続きまして、会長提出議案第２号、地区番号４、受付年月日、令和３年２

月１日。譲渡人、●●●●●●●、●●●●様。譲受人、●●●●●●●●

●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●●番●、台帳地目、現況

地目ともに田、地積２６４㎡。渡人申請事由、●●●●。受人申請事由、●

●●●●●●。権利、●●●●●●、経営面積５，３４２㎡、受人従事数

３。資料は２ページ目でございます。申請地は●●●●●●●●●●北東５

００ｍに位置し、譲受人については、経営面積の保全管理も行っておりま

す。 

続きまして、会長提出議案第３号、地区番号５、受付年月日、令和３年２

月１日。譲渡人、●●●●●●、●●●様。譲受人、●●●●●●●、●●

●●●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●番●、台帳地目、現況地目

ともに田、地積６５６㎡。渡人申請事由、●●●●。受人申請事由、●●●

●●●●。権利は●●●●●●、経営面積９６，９０９．０４㎡、受人従事

数７。資料は３ページ目でございます。申請地は●●●●●●●から南１０

０ｍに位置し、譲受人については、申請地周辺でも経営面積の保全管理を行

っております。 

第１号は●●●●のための●●●●●、第２号、第３号は●●●●●●の

ための●●●●●の案件で、下限面積を満たしております。以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区、●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報

告をお願い致します。 

まず、●●地区、お願いします。 

 

それでは、ご報告致します。会長提出議案第１号の３条申請ですが、内容

については事務局の説明のとおりであります。この●●●さんであります

が、●●●●さんの農地をもうかれこれ２０年以上耕作しており、今回、●

●●●●をすることになった案件であります。地区委員会と致しましては問

題はなかろうということになりましたので、ご報告致します。 

 

続きまして、●●地区、お願いします。 

 

会長提出議案第２号でございますが、昨日、全員で現地で検分した結果、

致し方なかろうということに達しましたので、皆様方の確認をよろしくお願

いします。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの報告をお願い致します。 
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第３号議案ですが、受人のほうは現在、●●地区でも一番大きい農業法人

として活動なされています。事務所の近くの農地です。特に問題はございま

せんので、審議のほうよろしくお願い致します。 

 

地区代表委員からの報告が終わりました。議案第１号から第３号につきま

して、質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１号から第３号につきましてお諮りします。議案第１号

から第３号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１号から第３号を原案のとおり認めることと致します。 

続きまして、日程第３ 非農地証明願について、会長提出議案第４号及び

第５号を議題とし、一括上程致します。 

事務局より説明を求めます。 

 

非農地証明願でございますが、議案書の２ページ目、３ページ目をお開き

いただきたいと思います。今回の非農地証明案件につきましては２件ござい

ました。 

議案第５号の中の一筆でございますが、●●●●●●●●●●●番●、地

積１，１４２㎡は、先日、２月１７日付をもって一部取下げになりましたの

で、削除のほどよろしくお願い致します。よって、議案書の３ページ目の合

計のほうが、第５号、合計欄が、所在・地番欄の畑２筆が１、合計のところ

４筆が３筆、それと地積欄、畑１，２１４㎡が７２㎡、よって合計が１，３

５３㎡が２１１㎡に、訂正のほどよろしくお願い致します。 

それでは、会長提出議案第４号のほうからご説明させていただきます。地

区番号２、受付年月日が令和３年２月１日。申請人は●●●●●●●●●の

●●●●様でございます。申請地は●●●●●●●●●●●●番他１３筆ご

ざいます。内訳と致しましては、台帳地目、田が１１筆、畑３筆でございま

す。現況地目は全て山林でございまして、地積合計で１４筆、１０，２６１

㎡となっております。申請理由と致しましては、昭和５５年頃から向こう４

０年以上不耕作な状態が継続し山林化したものでございます。お手元の資料

の４ページから７ページのほうをご覧いただきたいと思います。 

概要でございますけども、さぬき市●●、●●、●●●●●●から南へ約

１．４㎞から約２．２㎞の範囲内に入っております。林道及び県道●●●●

●線の周辺地の山間部に位置しておりまして、今回の案件につきましては相

続未登記の案件となっております。被相続人が主に昭和４８年頃に取得しま

して施肥管理を行ってきましたが、自営業の傍ら度重なる獣害被害などを受

け耕作放棄し、また、自身が高齢化し管理難となったもので、やがて隣接山

林とともに当該地が自然潰廃し山林化しております。お手元の資料の各所所

在地の写真のほうをご覧いただきたいと思いますが、７ページ目のほうに集

約しまして、１４筆それぞれの写真をおつけしております。 

続きまして、会長提出議案第５号、地区番号５、受付年月日が令和３年２

月１日。申請人は●●●●●●の●●●●様でございます。申請地は●●●

●●●●●●●●番●他２筆でございます。台帳地目は田が２筆、畑１筆と

なっております。現況地目は宅地及び道路となっておりまして、３筆合計で

２１１㎡となっております。お手元の資料は８ページ目から１０ページ目を

ご覧いただきたいと思います。 
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吉原博美委員 

 

 

事務局 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●地区、●●●●●●●から

北西へ約７４０ｍ、県道●●●●線の西側に位置しておりまして、周辺地は

西側に山間部、南北に幹線道路が走っております。その幹線沿いに住宅が広

がっている状況下にございます。申請者は平成２７年に相続し、農作業効率

を上げるために居宅東側隣接地、お手元の資料の９ページ目でございますけ

れども、そちらに１１０３番の農機具、いわゆる納屋、平屋１棟３７．０６

㎡をおつけしています。また、１１０４番２及び１１０７番２につきまして

は、居宅西側でございまして、お手元の資料の８ページ目の右側、公図をご

覧いただきたいと思うんですが、そちらにございます農地１０９５番への管

理道拡張、農道となっておりますので、おつけしております。なお、各項目

につきましては、お手元の資料の１０ページ目のほうに現況の写真、農道及

び車庫、納屋をおつけしておりますので、ご確認できるかと思います。以上

です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い

致します。 

まず、最初、●●地区、お願いします。 

 

議案第４号でございますが、●●の奥の端の奥の奥へ行ってまいりまし

て、２月１６日、全員で現地確認を行いました。今、事務局が説明したとお

りでございまして、現地も写真のとおりでございまして、許可相当の判断で

ございます。よろしくご審議のほどお願いします。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの報告をお願い致します。 

 

報告します。先ほど事務局のほうから、●●●●番●の山林になっている

ところを取下げということですので、とりあえず宅地、農機具置場と耕作道

路、もともとあった農道を拡張して道路に使用しているというこの３筆に関

しては、仕方ないなというふうに考えております。審議のほうよろしくお願

い致します。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第４号及び第５号につきまして

質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

先ほど説明があった議案第５号の取下げした●●●●番の●の取下げの理

由をお聞かせ願いたいと思います。 

 

お手元の資料のほうでございますと確認ができるんですが、面積が１，１

４２㎡で広大な面積がございます。その中に、お手元の資料の８ページ目の

左側の地図の中に四角い囲いがあろうかと、赤く塗っている部分、こちらの

ほうに納屋がございまして、この納屋のほうにつきましては、宅地拡張扱い

になる部分ではございましたが、残念ながら、広面積であるがゆえに転用手

続ができないというところで、あえて非農地証明の協議を一旦受付をしまし

たが、残念ながら、●●地区のほうでは判断しかねるということでございま

したので、その旨、転用事業者の方に申し出、取下げをしていただいた経緯

でございます。 

 

ということは、現地の確認した結果によって、ふさわしくないという判断

を下したという。 

 

そうです。私どもも先、あらかじめ現地のほうを確認したら、１，１００
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㎡あまりあるので、８００㎡程度は、こちらの写真をおつけしとる資料１０

ページのナンバー５、全景⑤⑥のように山林化しているんです、確かに、８

割ぐらいは。ところが、その一部に納屋があるということをご指摘されまし

たので、協議をした結果、取下げとなりました。 

 

そうすると、今後、納屋があることについてもまた指導はするわけです

か。 

 

協議中でございまして、分筆という１つの手法で、非農地証明、いわゆる

納屋という取り方がまず１つと、場合によっては農地法の制限除外届の手続

もあろうかと思いますので、今、申請者との協議中というところでございま

す。 

 

分かりました。 

 

ほかにございませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、それでは、議案第４号及び第５号につきましてお諮り

します。議案第４号及び第５号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第４号及び第５号を原案のとおり認めることと致します。 

続きまして、日程第４ 農地法第４条に基づく申請審議について、会長提

出議案第６号から第１０号までを議題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

議案書の４ページでございます。農地法第４条に基づく申請審議につい

て、今月の４条の案件は５件ございまして、面積にして１，９７５．０２

㎡、９筆です。 

それでは、個別の案件を説明致します。会長提出議案第６号、地区番号は

４、受付年月日、令和３年２月１日。申請人は●●●●●、●●●●様で、

申請地は●●●●●●●●●●●番●他２筆。台帳地目は、２筆田、１筆が

畑です。現況は３筆とも宅地。地積は３筆合わせまして１９４．０２㎡。転

用目的は宅地拡張。建築面積は４３３．０３㎡。工事着完年月日は昭和５４

年２月１日から昭和５５年６月３０日。農地区分は第１種農地で、備考と致

しまして、無断転用で、併せ利用地がございます。資料につきましては１１

から１３ページでございまして、場所については１１ページ左側に位置図を

掲載しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●、●●●●●●

●から西へ約３２０ｍに位置し、申請地の隣接は田、宅地及び水路、道路に

接しております。土地利用計画図等から、申請人の亡父が昭和５４年から５

５年にかけて農機具置場や車両置場を確保するため宅地拡張をしたものであ

り、今般、無断転用が判明したため是正するものです。地元土地改良区をは

じめ、水利組合の同意も整っております。また、始末書も添付され反省の念

を示していることなどから、許可も止むを得ないと考えております。 

続きまして、会長提出議案第７号、地区番号は５、受付年月日、令和３年

２月１日。申請人は●●●●●●、●●●●様。申請地は、●●●●●●●

●●●●番●他２筆で、台帳地目、３筆とも畑、現況は３筆とも宅地。地積

は３筆合わせまして９１８㎡。転用目的は貸倉庫。建築面積で２８６．４２



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㎡。工事着完年月日は昭和４５年１０月１日から昭和４５年１１月３０日。

農地区分は第２種農地。備考と致しまして、無断転用です。資料は１４から

１６ページで、位置図を１４ページの左側に掲載しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●、先ほどの非農地

証明の第５号の案件のあった場所から南西へ約１２０ｍに位置しておりま

す。申請地の隣接は畑及び道路に接しております。土地利用計画図等から、

申請人の亡父が昭和４５年頃に豚舎、納屋と農作物保管倉庫を建築致しまし

たが、平成１６年の台風災害により豚舎は解体し、その後、貸倉庫として利

用しているものであり、今般、無断転用が判明したため是正をするもので

す。地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も整っております。また、始

末書も添付され反省の念を示していることなどから、許可も止むを得ないと

考えております。 

続きまして、会長提出議案第８号、地区番号は５、受付年月日、令和３年

２月１日。申請人は●●●●●●●●●、●●●●様。申請地は●●●●●

●●●●●●●番●。台帳地目田、現況地目宅地。地積は３３８㎡。転用目

的は宅地拡張で、建築面積は３１１．６５㎡。工事着完年月日は平成４年２

月４日から平成４年９月３０日。農地区分は第１種農地で、備考と致しまし

て、無断転用で、併せ利用地がございます。資料が１７から１８ページでご

ざいます。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●、●●●●●●

●●から南東へ約６３０ｍに位置し、申請地の隣接は田、宅地及び道路に接

しております。土地利用計画図等から、申請人は平成４年頃に農機具置場な

どの確保を目的に農業用倉庫、車庫、温室を建築し、また、車両の進入路を

確保したものであり、今般、無断転用が判明したため是正するものです。地

元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も整っております。また、始末書も

添付され反省の念を示していることなどから、許可も止むを得ないと考えて

おります。 

続きまして、会長提出議案第９号、地区番号は５、受付年月日、令和３年

２月１日。申請人は●●●●●●●●●、●●●●様。申請地は●●●●●

●●●●●●●番●。台帳地目畑、現況地目宅地。地積は１６１㎡。転用目

的は宅地拡張で、建築面積は２７１．２５㎡。工事着完年月日は昭和５０年

９月１日から昭和５２年３月３１日。農地区分は第２種農地で、備考と致し

まして、無断転用で、併せ利用地がございます。資料が１９から２０ページ

になっております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●、●●●●●●

●●から南東へ約４７０ｍに位置し、申請地の隣接は宅地、道路及び水路に

接しております。土地利用計画図等から、申請人の亡父が昭和５０年頃から

５２年にかけて、農機具保管等のために農業用倉庫を自宅隣接地に建築し、

宅地拡張したものであり、今般、無断転用が判明したため是正をするもので

す。地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も整っております。また、始

末書も添付され反省の念を示していることなどから、許可も止むを得ないと

考えております。 

続いて、会長提出議案第１０号、地区番号は５、受付年月日、令和３年２

月１日。申請人は●●●●●●●●●、●●●●●様。申請地は●●●●●

●●●●●●●番●。台帳地目田、現況地目宅地。地積は３６４㎡。転用目

的は宅地拡張で、建築面積は２４８．２５㎡。工事着完年月日は昭和６２年

１０月１日から昭和６３年３月３１日。農地区分は第２種農地で、備考と致

しまして、無断転用で、併せ利用地がございます。資料が２１から２２ペー

ジです。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●、●●●●●●

●●から南東へ約４３０ｍに位置し、申請地の隣接は田、宅地及び道路、水

路に接しております。土地利用計画図等から、申請人の亡父が昭和６２年頃
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から６３年頃にかけて農機具保管等のために農業用倉庫を自宅隣接地に建築

し、宅地拡張したものであり、今般、無断転用が判明したため是正をするも

のです。地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も整っております。ま

た、始末書も添付され反省の念を示していることなどから、許可も止むを得

ないと考えております。以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い

致します。 

まず、最初、●●地区、お願い致します。 

 

会長提出議案第６号でございますが、先々日、全員で現地確認致しました

結果、これは致し方なかろうということに達しましたので、皆様方の審議、

よろしくお願い致します。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの調査結果の報告をお願い致します。 

 

ご報告します。第７号ですが、先ほど出てきました５号の●●さんと同一

人物です。この申請人の息子さん夫婦が●●のほうへ帰ってくるということ

で、農地等の整備の一環として、現在建っている貸倉庫等の正式な転用を申

し出たものでございます。無断転用が解消されるのは非常にいいことだと思

っております。 

８号につきましても、●●さん、公務員のお父さんが建てたということ

で、私自身も近所に住んでおりましたが、農地であったとは思ってもみなか

ったところでございます。 

なお、第９号ですが、●●さんはもう宅地でございますが、宅地だろうと

思って道路の規模ですけど、見ておりましたが、残念ながら宅地ではなかっ

たということらしいです。 

第１０号に関しましても、全然気がつかなかったという感じでございまし

て、いずれにしても、皆さんの転用の目的がそれぞれ家庭にあったものだと

思います。大変申し訳ないんですが、審議のほうよろしくお願い致します。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第６号から第１０号につきまし

て質疑等がありましたら発言を認めます。 

ございませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第６号から第１０号につきましてお諮りします。議案第６

号から第１０号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第６号から第１０号を原案のとおり認めることとし、香川

県へ進達致します。 

続きまして、日程第５ 農地法第５条に基づく申請審議について、会長提

出議案第１１号から第１７号を議題とし、一括上程致します。 

なお、今月の議案で、１７号は寒川委員の関係する議案になりますので、

除斥対象議案になりますので後で別審議と致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

議案書の５ページでございます。農地法第５条に基づく申請審議につい



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て、今月の５条の案件は７件ありまして、面積にして１２，１６７㎡、１１

筆です。 

それでは、個別の案件を説明致します。会長提出議案第１１号。この１１

号は次の１２号と関連がありますので、一括で説明を致します。会長提出議

案第１１号、地区番号は１、受付年月日、令和３年２月１日。譲渡人で●●

●●●●●●、●●●●様。１２号でございますが、譲渡人で●●●●●●

●●、●●●●様です。譲受人ですが、１１、１２号とも●●●●●●●●

●●●●●●●です。申請地でございますが、１１号のほうが●●●●●●

●●●●●●番●、同●●●●番●、１２号ですが、●●●●●●●●●●

●●番●です。台帳地目ですが、１１号、１２号、合わせて３筆あって、全

て田、現況は全て休耕地でございます。地積は３筆合わせまして３，４７４

㎡でございます。転用目的は太陽光発電設備で、工事着完予定年月日が令和

３年４月１０日から令和３年１０月１０日。権利は●●●●●●●で、第２

種農地でございます。資料は２３から２４でございまして、申請地の概要で

ございますが、さぬき市●●、●●●●●、●●●●●●●●から北へ約７

５０ｍに位置し、申請地の隣接は田、雑種地、道路、水路及び宅地、原野、

山林に接しております。土地利用計画図等から、申請者は県内外で太陽光発

電事業を取り扱う法人であり、事業収益を上げるために東讃地区で約３，０

００㎡程度のまとまった土地を探していたところ、農業継続の困難となった

土地所有者との話がまとまったことから、今般、申請に及んだものです。既

存農地を整地した敷地に太陽光発電パネル８６４枚を設置し、敷地の西側に

ある既存電柱へと送電する計画です。また、地元土地改良区をはじめ、経済

産業省の認定も受け、事業実施も確実であることから、許可相当と判断する

ものです。 

続きまして、会長提出議案第１３号、地区番号は３、受付年月日、令和３

年２月１日。譲渡人で●●●●、●●●●様。譲受人で●●●●の●●●●

●●●●。申請地は●●●●●●●●●●番●。台帳地目、現況地目ともに

田。地積は８２１㎡。転用目的は仮設駐車場です。工事着完予定年月日は令

和３年３月２０日から令和３年１０月３１日。権利は●●●●●●で、第３

種農地で、第２種住居地域です。備考と致しまして、一時転用でございまし

て、資料が２５から２６でございます。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●●●、●●●●●●●●から

南へ約４４０ｍに位置し、周辺は宅地化が進んでおります。申請地の隣接は

宅地、道路及び水路に接しております。土地利用計画図等から、申請人は東

讃地域で土木建築業を営む法人で、隣接地でさぬき市発注の下水道工事を受

注し、工事施工にあたり周辺住民の車両置場を確保するため、仮設駐車場と

して場所を探していたところ、工事現場の隣接地にある土地所有者と一時転

用することについて了承されたため、申請に及んだものです。地元土地改良

区をはじめ、水利組合の同意も整っております。 

続きまして、会長提出議案第１４号でございます。この１４号につきまし

ては、次の１５号、１６号と関連がございますので、一括で説明を致しま

す。会長提出議案第１４号、地区番号は３、受付年月日、令和３年２月１

日。譲渡人で●●●●、●●●●様。１５号ですが、譲渡人で●●●●の●

●●●様。続いて１６号ですが、譲渡人で●●●●の●●●●様です。譲受

人ですが、１４、１５、１６も同一ですが、●●●●の●●●●●●●●●

●です。申請地は●●●●●●●●●●番●、１５号ですが、●●●●●●

●●●●番●、１６号が同●●●●番●です。台帳地目は３筆とも田、現況

は３筆とも休耕地です。地積は３筆合わせまして１，５２０㎡でございま

す。転用目的はともに資材置場。工事着完予定年月日はともに令和３年３月

２０日から令和３年８月２０日までです。権利はともに●●●●●●で、と

もに第２種農地です。備考と致しまして、一時転用の案件でございまして、

資料は２７から２８ページでございます。 
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申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●、●●●●●●から北

へ約８３０ｍに位置し、申請地の隣接は田及び道路に接しております。土地

利用計画図等から、申請人は東讃地域で土木建築業を営む法人で、今般、隣

接地で●●●●●●●●●●●●発注のため池改修工事を受注し、工事施工

にあたり作業場における資材の保管などの仮置場の場所を探していたとこ

ろ、工事現場の隣接地にある土地所有者と一時転用することについて了承さ

れたため、申請に及んだものです。地元土地改良区をはじめ、水利組合の同

意も整っております。以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い

致します。 

まず、最初、●●地区、お願いします。 

 

それでは、ご報告致します。会長提出議案１１号、１２号の５条申請です

が、両案件とも●●●●●●●●●●●の太陽光発電設備ということで、現

地を確認致しました。２種農地で各同意もあるようですので、地区委員会と

致しましては問題はなかろうということになりましたので、ご報告致しま

す。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの報告をお願い致します。 

 

会長提出議案第１３号をご報告致します。２月１４日、現地確認を行いま

した。それで、ただいま事務局の説明のあったとおりですし、これは一時転

用ですので、よろしかろうということで判断を致しました。よろしくご審議

いただきたいと思います。 

続きまして、第１４号、１５号、１６号、まとめてご報告したいと思いま

す。２月１４日、現地確認を行いました。これも事務局の説明が詳しくあり

ましたけれども、この田の上方部にため池があり、そのため池の建設の資材

を置く場所としてここを使います。またこれも一時転用ですので、私たち

は、言うことないですね、よろしかろうということで判断しました。よろし

くご審議いただきたいと思います。 

 

地区代表委員からの報告が終わりました。議案第１１号から第１６号につ

きまして質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１１号から第１６号につきましてお諮りします。議案第

１１号から第１６号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１１号から第１６号を原案のとおり認めることと致しま

す。 

続きまして、寒川委員の関係する議案である議案第１７号の審議に入りま

すので、それでは、寒川委員の退席を求めます。 

 

（寒川委員 退席） 

 

では、事務局より説明を求めます。 
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議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

事務局 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

会長提出議案第１７号でございます。地区番号は４、受付年月日、令和３

年２月１日。譲渡人で●●●●●●●●、●●●●様。譲受人で●●●、●

●●●●●●●。申請地は●●●●●●●●●●●●●番●他３筆。台帳地

目、現況地目ともに田。地積は４筆合わせまして６，３５２㎡。転用目的は

太陽光発電設備。工事着完予定年月日は令和３年４月１日から令和４年３月

３１日。権利は●●●●●●で、第２種農地です。備考と致しまして、資料

が２９から３０ページです。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●、●●●●●

●●●から東南へ約７８０ｍに位置し、申請地の隣接は田、道路、水路及び

宅地、雑種地、山林に接しております。申請人は太陽光発電事業を取り扱う

法人で、土地所有者が高齢で農業継続が困難となり、地元農家をはじめ担い

手、借り手不在となったことから話がまとまり、今般、転用申請に及んだも

のです。既存農地を整地した敷地に太陽光発電パネル１，１６０枚を設置

し、敷地の東側にある既存電柱へと送電する計画です。また、地元土地改良

区をはじめ、経済産業省の認定も受け、事業実施も確実であることから、許

可相当と判断するものです。以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い致します。 

 

会長提出議案１７号議案でございますが、誠にきれいに農地管理されよる

方で、後継者がいないということで致し方ないと思いましたので、よろしく

審議のほどお願い致します。 

 

地区代表委員からの報告が終わりました。議案第１７号につきまして質疑

等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１７号につきましてお諮りします。議案第１７号につい

て異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１７号を原案のとおり認めることと致します。 

退席されている寒川委員の着席を認めます。 

 

（寒川委員 着席） 

 

日程第６ 農用地利用集積計画の審議について、会長提出議案第１８号を

上程致します。なお、今月の議案で、農地中間管理事業対象農用地等総括表

の１５番、１６番、２８番が芳竹委員及び十川委員の関係議案になり、除斥

対象議案になりますので、後で別審議と致します。 

では、事務局より説明を求めます。 

 

会長提出議案第１８号についてご説明致します。 

６ページをご覧ください。これは１２月定例会の議案で審議した、農地の

売手から農地機構に売却した土地を、今回、買手に農地機構から売却するも

のであります。買手は●●●●様で、４筆の１件です。 

続いて、農地の貸し借りのほうについて説明致します。７ページから１１

ページの説明になります。 

法人が１件、個人が２４件、中間管理機構が２１件の合計４６件となって



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

寒川 巧委員 

 

 

 

事務局 

 

寒川 巧委員 

 

 

議長（会長） 

 

寒川 巧委員 

 

 

 

寒川 巧委員 

 

 

議長（会長） 

 

 

寒川 巧委員 

 

 

議長（会長） 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

 

全委員 

 

おります。４６件のうち、新規が３０件、再設定が１６件となっておりま

す。４６件のうち、賃借権が４件、使用貸借権が４２件となっております。

賃借権の内訳としまして、物納が１件、１１万７，０９６円が１件、４２，

５００円が１件、６，２９９円が１件となっております。期間は、１０年が

１５件、６年が１１件、５年が８件、４年４か月が６件、３年が６件となっ

ております。 

続いて、農地中間管理事業対象農用地等総括表の４２件について説明致し

ます。こちらの用紙をご覧ください。 

貸付先は、個人２３件、法人１９件となっております。設定する権利等の

種類は、賃借権が６件、使用貸借権が３６件となっております。期間は、１

０年が２０件、６年が１３件、４年４か月が９件となっております。利用内

容は、水稲、麦、露地野菜、果樹類の作付となっております。以上です。 

 

説明が終わりました。質疑に入ります。なお、本案件につきましては案件

が多いので、一括して質疑に入りたいと思いますので、整理番号指定の上、

発言を願います。 

寒川委員さん。 

 

整理番号４６番の、●●さんが借りて貸主が●●さんですか、１０ａ当た

りの借賃が１１万７，０００円というのは、１反が１１万７，０００だか

ら、１，７００ということは十七、八万の借賃になるんでしょうか。 

 

そうです。 

 

特殊物ですか、ちょっと分からんのだけど。何を作って借りているのかと

思って。 

 

これハウスだから高いんよね。 

 

ハウスの中でイチゴか何か。 

 

アスパラ。 

 

アスパラですか。じゃ、これが通常の値段ですか。借りる場合はこんなも

んですか。 

 

●●●●の●●さんところも借りとるのは、あれ、１反当たり十五、六

万。施設ごとで借りるから。 

 

そうですか。ありがとうございました。それだけちょっとお聞きしたく

て。 

 

ほかにございませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、農地中間管理事業対象農用地等総括表の１５番、１６番、２８

番を除く議案第１８号について、原案のとおり認めることとしてよろしいで

しょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 
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では、原案のとおり認めることと致します。 

続きまして、芳竹委員及び十川委員の関係議案である農地中間管理事業対

象農用地等総括表の１５番、１６番、２８番の審議に入りますので、それで

は、芳竹委員さん、十川委員さんの退席を求めます。 

 

（芳竹委員、十川委員 退席） 

 

では、事務局より説明を求めます。 

 

農地中間管理事業対象農用地等総括表についての委員さんの案件は３件

で、使用貸借権が３件となっております。期間は６年が３件となっておりま

す。利用内容については、水稲、麦の作付となっております。以上です。 

 

説明が終わりました。質疑等ございませんでしょうか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

なければ、原案のとおり認めることとしてよろしいでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

では、原案のとおり認めることと致します。 

退席されている芳竹委員さん、十川委員さんの入場を認めます。 

 

（芳竹委員、十川委員 着席） 

 

日程第７ 農業振興地域整備計画変更の答申について、会長提出議案第１

９号から第２７号までを一括上程致します。 

なお、今月の議案で第２５号、２７号は私と寒川委員の関係する議案にな

り、除斥対象議案となりますので、後で別審議と致します。 

では、第２５号、第２７号を除き、事務局から説明を求めます。 

 

それでは、資料の１２ページをご覧ください。今回の農用地域からの除外

案件は７件あり、面積にして３，８５６．１１㎡、１０筆です。 

それでは、農振地域からの除外の個別案件について説明致します。 

初めに議案第１９号でございます。申請者は●●●●●●地区、●●●●

様で、申請地は●●●●●●●●●●番です。除外面積は１，３４７㎡で、

除外後の用途は太陽光発電設備です。申請地の位置でございますが、３１ペ

ージの左側をご覧いただいたらと思います。●●●●●●●から東へ約２５

０ｍのところに位置しております。 

続いて、議案第２０号でございます。申請者は●●●●●●地区、●●●

様で、申請地は●●●●●●●●●●番●他１筆です。除外面積は９３．１

１㎡で、除外後の用途は宅地拡張です。申請地の位置でございますが、３３

ページの左側をご覧いただいたらと思います。●●●●●●●から北西へ約

５００ｍのところに位置しております。 

続いて、議案第２１号でございます。譲渡人は●●●●●●地区、●●●

●様、譲受人は●●●●●●地区、●●●●様です。申請地は●●●●●●

●●●●番●他１筆です。除外面積は６２１㎡で、除外後の用途は農家住宅

です。申請の位置でございますが、３５ページの左側をご覧いただいたらと

思います。●●●●●●●から北東へ約７２０ｍのところに位置しておりま

す。 

続いて、議案第２２号でございます。譲渡人は●●●●●●地区、●●●
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●様、譲受人は●●●●●●地区、●●●●様です。申請地は●●●●●●

●●●●番●です。除外面積は３７７㎡で、除外後の用途は貸住宅です。申

請の位置でございますが、３８ページ左側をご覧いただいたらと思います。

●●●●●●●から南へ約６５０ｍのところに位置しております。 

続いて、議案第２３号でございます。譲渡人は●●●●地区、●●●●

様、譲受人は●●●、●●●●●様です。申請地は●●●●●●●●番●で

す。除外面積は４０７㎡で、除外後の用途は分家住宅です。申請の位置でご

ざいますが、４０ページの左側をご覧いただいたらと思います。●●●●●

から北西へ約７６０ｍのところに位置しております。 

続いて、議案第２４号でございます。譲渡人は●●●●●地区、●●●●

様、譲受人は●●●、●●●●様です。申請地は●●●●●●●●番他１筆

です。除外面積は５６９㎡で、除外後の用途は分家住宅です。申請の位置で

ございますが、４２ページの左側をご覧いただいたらと思います。●●●●

から北北西へ約８８０ｍのところに位置しております。 

続いて、議案第２６号でございます。譲渡人は●●●地区、●●●●様、

譲受人は●●●●●●、●●●●様です。申請地は●●●●●●番●です。

除外面積は４４２㎡で、除外後の用途は分家住宅です。申請の位置でござい

ますが、４６ページの左側をご覧いただいたらと思います。●●●●から北

北東へ約６２０ｍのところに位置しております。説明は以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区、●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報

告をお願い致します。 

まず、最初、●●地区よりお願い致します。 

 

この農振の案件につきましても２月１６日に全員で行いました。 

議案第１９号については太陽光の設備、それから、第２０号については玄

関先の無断転用の是正でございます。 

第２１号につきましても農家住宅を建てるということでございますが、田

んぼの中に水路が走っております。現在は使っていないということで、払下

げの地元の承認を取っておるということでございますので、よろしくお願い

致します。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの調査結果の報告をお願い致します。 

 

会長提出議案第２２号でございますが、これは生前、農業機械の置場とし

て申請した、その残りの土地でございます。●●さんが住宅を建てるという

ことでございますので、よろしくご審議のほどお願いします。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの調査結果の報告をお願い致します。 

 

２３号、２４号、２６号。とりあえず２３号に関しましては、先ほどで出

てまいりましたが、●●さん、息子さん夫婦が後継者として帰ってくるとい

うことで住宅を建設予定しています。 

２４号の●●さんについても、後継者という形で帰ってきます。 

それで、２６号に関しましても、やはり分家住宅ということですので、審

議のほどよろしくお願い致します。 

 

各地区代表委員からの報告が終わりました。議案第２５号、第２７号を除

く議案第１９号から第２６号までにつきまして質疑等がありましたら発言を

認めます。 

 



  

全委員 

 

議長（会長） 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

 

 

議長（会長職

務代理者） 

 

 

議長（会長職

務代理者） 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長職

務代理者） 

 

十河道夫委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長職

務代理者） 

 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第２５号、第２７号を除く議案第１９号から第２６号まで

につきましてお諮りします。議案第２５号、第２７号を除く議案第１９号か

ら第２６号までについて異議ありませんでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第２５号、第２７号を除く議案第１９号から第２６号まで

について原案のとおり認めることと致します。 

続きまして、私と寒川委員の関係議案である議案第２５号、議案第２７号

の審議に入りますので、議事進行を職務代理にお願い致します。 

 

それでは、松原委員、寒川委員の退席を求めます。 

 

（松原委員、寒川委員 退席） 

 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

今回の農用地域からの除外についての委員さんの案件は２件あり、面積に

して１６７㎡、２筆です。 

初めに、議案第２５号でございます。譲渡人は●●●●●●地区、●●●

●様、譲受人は●●●地区、●●●●●様です。申請地は●●●●番です。

除外面積は２７㎡で、除外後の用途は宅地拡張です。ここで、資料の差し替

えを皆さんの上に置いておると思うんですが、そちらのほうをご覧くださ

い。申請の位置でございますが、４４ページの左側をご覧いただいたらと思

います。●●●●●●から北へ約７８０ｍのところに位置しております。 

続いて、議案第２７号でございます。譲渡人は●●●●地区、●●●様、

譲受人は●●●●地区、●●●●様です。申請地は●●●●●●番●です。

除外面積は１４０㎡で、除外後の用途は住宅拡張です。申請の位置でござい

ますが、４８ページの左側をご覧いただいたらと思います。●●●●●から

北北東へ約９８０ｍのところに位置しております。説明は以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案については、●●地区の

関係案件ですので、代表委員から調査結果の報告をお願い致します。 

 

２５号ですが、悪意のある無断転用ではなくて、うっかりという感じで、

面積も２７㎡です。無断転用は解消されることに関しては意義あると思いま

す。問題はなかろうというふうに思っております。 

２７号に関しましては、●●さんの自宅、地図、図面を見ていただいたら

分かると思うんですが、県道のカーブになっているとこにあるんですが、そ

れを真っすぐ県道が通るようになるという土地で、申出の土地と併せて、今

現在、納屋が建っているんですが、黄色い部分です。４８ページの黄色い部

分なんですが、これももう当然、道路がつくので、削るような形になります

ので、別の、隣接する遊休地を使って倉庫を建て替えるというふうに聞いて

おります。この現場のほうも見てまいりました。審議のほうよろしくお願い

します。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。 

議案第２５号、第２７号につきまして質疑等がありましたら発言を認めま

す。 

ご意見ございませんか。 
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「質疑なし」との声あり。 

 

ないようでしたら、それでは、議案第２５号、第２７号につきましてお諮

り致します。議案第２５号、第２７号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第２５号、第２７号について原案のとおり認めることと致

します。 

退席されている松原委員、寒川委員の再入場を認めます。 

 

（松原委員、寒川委員 着席） 

 

本日上程の議案については以上ですが、日程第８ その他で、事務局、何

かありませんでしょうか。 

 

次回の定例会のご案内でございます。３月２６日金曜日、本庁附属棟、多

目的室、東側の建物です。時間の変更がございます。朝９時から開会したい

と思っておりますので、よろしくお願い致します。 

なお、３月１１日木曜日及び１２日金曜日につきましては、農家相談も開

催予定でございますので、ご担当の委員の方々、よろしくお願い致します。 

 

以上をもちまして、令和３年２月農業委員会定例会を閉会と致します。慎

重なるご審議、ありがとうございました。 

 

（１４時４２分閉会） 

 

 

各議案毎の採決結果（議長は可否に入らず） 

・農地法第３条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・非農地証明願について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第４条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第５条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地利用集積計画の審議について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農業振興地域整備計画変更の答申について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

上記は会議の顛末を録して正当なることを証して署名する。 

 

 

農業委員会会長（議長） 

 

 

 

署名委員   １６番 

 

 

 

署名委員    １番 

 


